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土石流に対するソフト対策

.................................................................................. 
菊井稔宏＊

はじめに

砂防えん堤等の構造物によらない繁戒避難対策を

一般にソフ ト対策と称しているが、砂防関係部局の

土石流等に関するソフト対策は、「山津波等に対す

る警戒体制の確立について」（昭和41年建設省河川

局長通達）により山津波等が発生するおそれのある

箇所の調査 ・観測、警戒避難体制の確立をはかるよ

う示されたことに始まる鬼

これまで、全国的に様々なソフト対策が実施され

ているが、平成15年7月に九州地方を中心として発

生した土砂災害時には、危険箇所の認知不足や気

象 ・土砂災害情報の提供が十分でなかったことなど

が挙げられており、より一屈のソフト対策の推進が

必要と考えられる。ここでは、これまで実施されて

きた土石流等の土砂災害瞥戒 ・避難に関する施策等

について紹介するとともに、これまでに整理されて

いる課題を示すものとする。

1 土石流等に対する警戒・避難体制整備の背景2)

前述した昭和41年の通達以降、土石流に関する調

査 ・研究が進展し、昭和52年6月に河｝1|審議会の中

間答申により（総合的な治水対策の推進方策につい

ての中間答申）、土石流対策については「土石流危

険区域における警戒避難体制の整備を図ること」と

の答申がなされ、警戒避難体制整備の必要性が益々

高まってきた。これを受けて建設省（当時）では昭

和53年以降、ハー ド対策とともに舒戒避難体制の整

備等のソフ ト対策を加え、土石流対策を総合的に進

めるための方策を検討するため、 3年を 1期間とし

て検討会を開催し、種々の課題について検討が行わ

れた。

このような流れの中で発生した長崎災害を契機と

＊ （財）砂防 ・地すべり技術センター砂防部技術課長

して「総合的な土石流対策の推進について」（昭和

57年（平成］0年改訂）、建設事務次官逓達）が出さ

れ、さらには「総合的な治水対策の実施方策につい

ての提言」 （昭和63年、河川審議会）等が出されて

いる。

一方、昭和63年 3月には中央防災会議において

「土砂災害対策推進要綱」が決定されるとともに土

砂災害対策推進連絡会議により 「土砂災害対策の総

合的な推進について」が定められている。

さらに、昭和63年3月には河川審議会から「総合

的な治水対策の実施方策についての提言」として

「土石流に対して従来実施されてきた施策を地すべ

り、がけ崩れを包含したものに拡充 ・強化し、地域

ごとに全体構想を策定して推進すること」と提言さ

れた。また、昭和62年度からは 「総合土砂災害対策

基本問題検討会」、平成2年度からは「総合土砂災

害対策検討会」が実施され、平成5年に 「総合的な

土砂災害対策について（提言）」が出された。

図 lに昭和52年以降のソフト対策に関連した主な

検討 ・通達等の流れを示した。

2 警戒避難体制整備に関する施策の概要

前述した検討、通達等を背娯として、これまでに

ソフ ト対策として様々な施策が実施されてきてい

る。これら施策の概要3)を表 1に示した。また、雨

磁計以外にも土砂災害の発生を監視する機器等の設

四も行われている。これらに加えて、平成13年4月

には土砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律）が施行され、

平成14年度からは気象庁と連携してモデル9県（平

成14年度4県、平成15年度5県を加え）において、

砂防主管課と気象台等が連携し、土砂災害の警戒に

関する情報（土砂災害警戒情報）提供の試行が開始

されている。平成16年度には 「土砂災害対策緊急プ

ロジェクト」として、次の3つのプロジェク トを緊
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昭和52年，河川審繕会中間答申
土石流危険区域における警戒遥羅休
制の整価を図ること

昭和53~55年度．土石流技術検討会

①土石流危険汲流潤査距領の作成
②士石流惰戒避難基汎雨砧の検討

R土石流危験汲流"i知力法の検討

昭和56~58年度．総合土石流対策技
術検討会
①土石流笞戒避難体制整価要領
②菩報の発令と避蛾の指示のための

降雨屈設定指針の作成

昭和59--61年度総合土石流対策強
化手法検討会
①笞J戌逍婚システムの検討

②土地利J1]規制，住宅移転芍検討
③土石流対災広報マニュアル作成

昭和57年8月，建設事務次官通達
総合的な土石流対策の推進につい
て，同9月，砂防部長通達

昭和59年6月，砂防課長通達
土石流危険渓流周辺における誓戒追

難体制の整偏等について，同，土石
流危険渓流周辺における誓戒沼醒基
準の設定について

昭和62年3月，総合土石流対策の強
化施策について （提言） ，総合土石
流強化手法検討会

①土石流に対処するための砂防工事の推進
②土石流危険汲流の周知守
③警戒避薙体制の確立
④住宅移転の促進
⑤梢報の収集 ・伝達 ・防災意設の廿及

国土，自治事務次官へ通連

①密戒避逍体制の確立を推進すること
②士石祝滉淀氾濫区域等の設定手法の朽度

向上を殴り， 公表に努めること
③土地利m規制 ・住宅移転方災を検討した
ので参考とすること
④既存市街地等の柑lJil発と併せた砂防対策

を検討したので参考とすること

昭和63年3月．河川審碩会提言

⑤土石流対策広報マニュアルを作成したの
で適切に運用すること

従来の土石流に対する施笈を地すぺ
りがけ崩れを包括し強化拡允

①昭和63年3月，土砂災害対策推

進妻綱，中央防災会穎

昭和62～平成元年度．総合土砂災

対策基本問題検討会
①土石流危険区域の設定及び公表手
法
②総合的な土砂災む対策の検討
③土砂災害対棗をより推進するため
の誘溝策の検討

平成2~4年度．総合土砂災害対策検

討会
①土石流危険区坂等設定 ・公表
②地すべり．がけ崩れの署戒避薙基
qg等
③総合土砂災杏対鉗としての笞戒避

難のあり方

②昭和63年3月， 土砂災害対策の
総合的な推進について，土砂災害
対策推進連絡会謙

①昭和63年11月，砂防課長通違，総合
土石流対策基本計画の策定について

②平成元年3月，土石流対策官通達，
総合土石流対策基本計画の策定につ

いて

平成5年3月，稔合的な土砂災害対策

について頃言），総合土砂災害対策検
討会

①総合土石流対策甚本計画策定に関する基

本的な方針
②計画を策定する地城の自然及び社会菜壌

に関する事項
③砂防指定地の祝点に関する事項

④土石流に対処するための砂肋工事の実施
に関する事項
⑤土石流危険涙流の爪知に関する事項
⑥管戒避煤体制の確立に関する事項
⑦住宅移転の促進に1関する事項

⑧情報の収集・伝達、防災：ほ滋の粋及及び
防災活動の実施に関するm項

⑨土石流対策を総合的かつ効率的に実施す
るための方策に関する事項

⑩その他

図1 土石流 （土砂災害）ソフト対策に関連する主な流れ
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表 1 土砂災害警戒 ・避難に関する主な施策 2)

区分 実施項目 内容

土砂災害危険箇所の 危険箇所 ・区域の公表 土砂災害危険箇所マップ (I/50.000)、土砂災害危険区域

住民への周知 図 (l/ 1.000~ I /10.000程度）の公表（平成13年6月時点約

1.300市町村、約65.000箇所）

看板の設骰 士砂災害危険箇所に看板設府（約50,000箇所）

ダイレク トメール 土砂災害危険区域内に居住する各世帯ヘダイレクトメール

で直接周知（平成13年6月時点約250市町村、約43,000世

帯送付）

情報の収集 ・伝達 土砂災宙笞戒避難システム整佃 土砂災害笞戒 ・避難基準雨州の設定

（梢報基盤緊急賂備事業等） 雨凪計及び上砂災害梢報処理装骰からなる上砂災害笞戒避

難システムを整備、笞戒避難に係わる↑聞報を市町村へ提供

屯光掲示板等 屯光掲示板やCATV等を整備し、 雨は梢報、土砂災密に係

る抒成避難柏報を直接住民に伝逹するシステムを構築

土砂災害相互通報システム整備 住民の早期避難と災害時における市町村等の迅速な防災体

制の強化のため、行政と住民の梢報交換を推進する 「上砂

災害情報相互通報システム整備事業」を平成12年度に創設

上砂災害110番 上砂災出発生状況や斜面の(U裂などの異常現象を住民から

行政機関（市町村役場等）へ連絡する 「土砂災宮110番」

という情報窓口を設憫（全困約l.200の地方自治体に設岡）

郵便局と連携した災害閑報の収集 郵使局に 「土砂災害危険区域図」、「土砂災害110番」を掲

体制強化 示、周辺住民へ情報提供を行う。前兆現象に1対する情報を

郵便局員から通報してもらう連絡体制を整備

啓発 ・防災教育 霜話帳への防災情報の掲載 土砂災害危険区域図や前兆現象等地域にあわせた防災 ・危

（レッドページ） 険梢報等を屯話帳に掲載（平成12年 l月以降に屯話帳を更

新する地域から順次レッドページを創設）

土砂災害防止月間 毎年6月1日～6月30日に七砂災告防止月ド』を実施、月間

rl1がけ崩れ防災週間 (6月 1日～6月7日）、土砂災害防

止月間推進の集い（全国大会）を開催

危険箇所の点検 住民と行政、砂防ボランティア等が共同して危険箇所を点

検（平成13年に全同約15,000箇所の点検を実施）

新混県では昭和50年より 「地すべり巡視は」制度を設照

防災教育等 土砂災害防止月間時に広報活動を実施するなど、地域の状

況を踏まえた防災教育活動を実施

住宅移転その他 災害弱者対策 災害弱者関連施設に瓜点的ハー ド対策の整備、災害弱者関

連施設を含む土砂災害危険区域図の作成 ・公表

上地利用の規制 ・誘芍 建築基準法、都市計両法、宅地造成規制法、砂防法、地す

べり等防止法及び急傾斜地法に基づき、土砂災害を助長す

るおそれのある行為の規制等

住宅移転の促進 「がけ地近接等危険住宅移転tlt業（がけ近事業）」や 「防災

のための集団移転促進事業」を用いた住宅移転（昭和47年

から平成II年までの28年間にがけ近事業により除却または

建物助成を受けた戸数は33,6l3戸）
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急的に推進することとされている。

(1)士砂災害危険箇所認知プロジェクト

(2)土砂災害情報伝達プロジェク ト

(3)土砂災害警戒避難プロジェクト

これら全国的な施策の他、都道府県ならびに市町

村では、住民参加型の防災マップの作成1)や防災訓

練の実施、自主防災組織の育成5)等、ソフト対策と

して様々な取り組みがなされている。

3 吾戒 ・避難基準雨量

土石流の警戒 ・避難基準雨品は密戒 ・避難を行う

ための一つの目安とするもので、前述した警戒・避

難体制整備の一環として、「総合的な土石流対策の

推進について」（昭和57年建設事務次官通達）の中

で、警戒避難基準を設定し、地域防災計画に記述す

るよう示された。「土石流災害に関する醤報の発令

と避難の指示のための降雨鼠設定指針（案） （以下、

指針（案））」（昭和59年砂防課長通達）6）により、土

石流の警戒 ・避難基準雨凪（以下、基準雨凪）の設

定手法が示された。これ以降、全国的な調査が開始

される一方で、基準雨紺を市町村等に提供するシス

テムとして総合土石流対策モデル事業や情報基盤緊

急整備事業等によりシステム整備が進められ、近年

ではインターネッ ト等により、これら情報を提供す

る都道府県も増加しつつある。

土石流の基準雨鍼設定手法は当初、指針（案）に

示された手法が用いられたが、矢野7)により指針

（案）の改良手法が示された他、近年ではがけ崩れ

の検討と併せ、平成5年総合土砂災害対策検討会

（提言）による手法°が用いられるようになってきて

いる（表 2参照）。さらに、最近では地形特性を考

慮して渓流毎や非線形でClを設定する手法9)10)も

研究されている。

4 ソフト対策の課題と方向性11J

前述したとおり、これまで様々なソフト対策が実

施されているが、土石流に対する醤戒避難の課題は、

一部の市町村を除き、結局のところ適正に避難勧告、

指示を出せていないことにある。

一方、住民は、どの程度の降雨で災害が発生する

可能性があるのか、どのような箇所が危険であるか

知らない状況にある他、土砂災害に対する防災意識

が低く、避難勧告等があっても避難しないなどの課

題があげられている。このような課題の原因には、

土砂災害に関連する種々の情報が市町村に集約され

判断できる状況にないことも一因ではあるが、その

背景には土砂災害に対する認識が不足しているもの

と考えられる。

そのため、警戒避難を有効に機能させるには、も

ちろん情報や体制の整備は必要であるが、住民一人

ひとりの防災意識を高めることが重要であり、 土砂

災害に精通した酵門家の配磁 ・育成、住民等を対象

とした土砂災害に対する防災教育や周知、啓発活動

といったソフト対策を継続的に実施していくことが

大切である。

基準雨品については、昭和59年に指針（案）が出さ

れて以降、平成10年末までに約8割以上の箇所にお

いて調査が行われているが、これまでは一部都道府

県を除き、住民に対する防災情報として実際には活

用されていない現状にある。

この原固の一つに基準雨凪の予測精度の問題があ

げられるが、降雨による基準には限界がある。基準

雨品は、過去の土砂災害を教訓として得られた匹重

な情報であり、地域の危険度を判断するのに有益な

ものであるが、雨凪のみで全ての土砂災害の発生予

測を的確に行うことは難しい。このような認識のも

と、基準雨紺を活用していく運用方法、体制、仕組

表2 主な土石流（土砂災害）警戒・避難基準雨量の設定手法と降雨指憬

46 

設定手法（略称） 長期降雨指椋 短期降雨指標

A （案） 実効雨鼠 1時間雨屈強度

B （案） 実効雨屈 有効雨凪強度

改良~) 実効雨鼠 1時拙雨飛強度

(12~72時間半減）

提言（案） 実効雨似 実効雨磁

(72時間半減） (1.5時間半滅）

注 1)A（案）、B（案）の実効雨量は、前期実効雨量十連続雨量

注2)改良（案）、提言（案）の実効雨量は、時間半減による
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土石流

昭和59年建設省指針（案）

土石流

矢野勝太郎 (1990)

集中して発生するがけliriれ
平成5年総合土砂災宙対策検村会



みを地域に即した防災体制の中で確立していく必要

があると考える。

おわりに

以上、土石流（土砂災害）に対する警戒避難対策

の概要と課題を岡単に紹介した。

市町村レベルではここで紹介できなかった取り組

みを含め様々なソフ ト対策が実施されてきている

が、土砂災害の危険性を察知し的確に避難できるよ

うな毯戒避難体制の整備は、住民等の意識の向上を

含めてー朝ータにはいかない。近年の IT技術の発

展により、基準雨足を含む雨磁情報はインターネッ

トで公開され、携帯端末でも確認できる状況になり

つつあるが、情報を出すだけでは十分ではない。情

報の受け手と送り手双方について、種々の情報から

どのような行動が必要なのかを理解し、実際の豪雨

時に対応できるようにしておくことが肝心であり、

そのため地域の防災力を高める様々な取り組みを継

続的に実施していくことが重要と考える。

研究成果4]
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